
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

　（参考）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

2

3

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

1

　　 
2

　
3

※

 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

39,681

令和4年度の人件費率Ｂ／Ａ

　　　　　　％

404,586

[　実施　　　未実施　]

職員数については、令和5年4月1日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員
（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含みません。

5年度 5,428

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額
を100として計算した指数。

区分 住民基本台帳人口

　（令和6年1月1日）

　　　　　　Ａ

区分

人件費歳出額　 人件費率実質収支

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

平成27年4月1日

一般職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％の水準で引下げ。
激変緩和のため、3年間（平成30年３月31日まで）経過措置（現給保障）を実施。
他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

千円

5年度
　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

職員手当 期末・勤勉手当

390,750

25,396,562 12.6%

①～③該当なし

158,561

職員数

千円

類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

千円 　　　　　千円千円

1,557,900

給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤
務職員の給与費を含みますが、会計年度任用職員の給与費は含みません。

給　 料

5,732

（給料表の改定時期）

1,008,589

①給料表の見直し

(注)

【概要】 国の給与制度の総合的見直しについては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直
し等に取り組むとされています。

　　計　　Ｂ

１人当たりの給与費

Ｂ／Ａ　

地域手当無支給地のため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数の公表はありません。

令和6年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇して
いる場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

（内容）

千円人

　（参考）
　類似団体の
　１人当たりの給与費

287

13.83,205,932
人　 　　　　　　　　　　　％

（R3）
99.0 （R3）

97.6 

（R3）
98.8

（R4）
98.7 （R4）

97.6 

（R4）
98.7

（R5）
98.2 

（R5）
97.5 

（R5）
98.6

（R6）
98.2 

（R6）
97.6 

（R6）
98.6

90.0

95.0

100.0

加東市 類似団体平均 全国市平均



 (6) 特記事項

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円 歳 円

円 円

円 円

※

※

※

(注)1 「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

 　 2

国

自家用乗用自動
車運転者

44.0

技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもの
ではありません。

―

公務員
（Ｃ）

民　間
（Ｄ）

Ｃ／Ｄ

323,768294,304

-

251,000

3,438,100

うち自動車運転士

1.49

1.53

Ａ/Ｂ

1.20

260,500

246,050

40.5

51.2

類似団体

兵庫県 57.4

--

-

-

うち自動車運転士

うちその他

-

-

-

―

-

年収ベース「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍にしたものに、公務員にお
いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

加東市

―

51.9

3,307,700

-

5,045,162

247,500

平均給与月額

5,124,728

38.6

289,60045.8

平均給与月額
（Ｂ）

区　　分

公務員

-

399,396335,100

【参考】　　年収ベース（試算値）の比較

420,253

322,977

330,553

367,546

246,050

区　　分

305,233

42.3

加東市 314,700

平均給与月額
（国比較ベース）

324,400

類似団体

③その他見直し内容

兵庫県

支給なし

293,829

364,400 323,628296,200

平均年齢

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸
手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたも
の）で算出しています。

317,292

42.1国

43.2

376,472

60.0

うち調理員 44.7

-

59.6

344,715

254,310

288,144

加東市

平均給与月額
（Ａ）

平均給料月額

323,823 -

区　　分 平均年齢

376,521

405,378

扶養手当の見直し（配偶者の段階的引き下げ等）

特になし

平均給料月額

-

②地域手当の見直し

288,700 調理士 261,900

うち調理員

313,385

民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（令和3年度～令和5年度の3ヶ
年平均）

参考

-

296,950

対応する民
間の類似職

種
平均年齢

民間

-

-

平均給与月額

（国比較ベース）

1.29



(2) 職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円

※ 技能労務職の１級職員は、用務員、診療補助員等の業務に従事する職員です。

技能労務職の２級職員は、自動車運転員、電話交換員、調理員等の業務に従事する職員です。

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）１　加東市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

兵庫県

大　学　卒 196,200一般行政職

標準的な職務内容

290,500

区　　　　　分

196,200

国加東市

１級（高校卒）技能労務職

1号給の
給料月額

170,900 166,000高　校　卒

394,000

411,300

261,575

222,600

最高号給の
給料月額

経験年数20年区　　　　分

円

経験年数10年

202,400

166,600

5.8

305,200208,000

30

17.0

18.3

240,900主査級

主事級

249,400

21.2

主事級

51

44

446,200

173,700

12.9

12.4

169,000
円

区　　分

５　級

４　級

３　級

271,60012.4

30

―

副課長級

６　級 課長級

351,000

382,000

162,100１　級

係長級

２級（高校卒）

経験年数25年

348,033 395,456

高　校　卒

技能労務職

一般行政職

164,000

222,800高　校　卒

295,400

323,100

365,500

大　学　卒

経験年数30年

273,100

377,433

341,100

部長級 14

31

41

２　級

構成比

378,600

306,500

７　級

職員数

291,800

1級
17.0%

1級
17.6% 1級 16.1%

2級
18.3%

2級
17.1% 2級 12.3%

3級
21.2%

3級
22.9%

3級
19.9%

4級
12.4%

4級
10.2% 4級

15.7%

5級
12.9%

5級
13.1% 5級

14.8%

6級
12.4%

6級
13.5%

6級
15.7%

7級 5.8% 7級 5.7% 7級 5.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和6年4月1日現在
の構成比

令和5年4月1日現在（1年前）
の構成比

平成31年4月1日現在（5年前）
の構成比

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級



(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））　（令和６年４月１日現在）

(3) 昇給への人事評価の活用状況

４　職員の手当の状況（普通会計決算）

(1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（R5年度支給割合） （R5年度支給割合） （R5年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

ロ　人事評価を活用していない

令和8年度活用予定時期

2.45

１人当たり平均支給額（R5年度決算額）

兵　　　　　庫　　　　　県

1.375

イ　人事評価を活用している

　標準の区分のみ（一律）

　標準、下位の区分

　上位、標準の区分

　上位、標準、下位の区分

活用している昇給区分

1.375

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

管理職員

○

0.975

2.05

1,769

加　　　　　東　　　　　市

○

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

2.05

昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分

○

令和5年4月2日から令和6年4月1日ま
でにおける運用

2.45

―
１人当たり平均支給額（R5年度決算額）

2.45 2.05

1.375

国

一般職員

0.9750.975

昇給実績がある区分

1,361

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
令和６年４月１日時点

加東市 （R６）

国家公務員 （R６)

国１０級

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級
国４級

国３級

国２級

国１級市１級

市３級

市２級

市５級
市４級

市７級

市６級

（百円）

給
料
月
額



〇勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

(2) 退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特別措置（2～45％加算） 　定年前早期退職特別措置（2～45％加算）

退職時の特別昇給 なし 退職時の特別昇給 原則、なし

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和5年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当（令和６年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

※　無支給地です。

 (4) 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

感染者等に接して行う
作業等

従事した日
１日につき    3,000円

行旅病人等の看護等に
従事する職員

行旅病人及び行旅死亡
人の看護、埋葬等

従事１回につき
                　500円

47.709

39.7575

28.0395

19.669519.6695

新型コロナウイルス感染
症に係る作業に従事した
職員

感染症防疫業務手当 0 千円

33.27075

47.709

幼稚園教諭・保育士・厚
生員

行旅死亡人等取扱作業
手当

47.709

支給対象地域

千円

職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

支給実績（令和5年度決算）

0

感染症患者の救護等に
従事する職員

勧奨・定年

615

支給対象職員数

支給可能な
成績率

支給実績
（令和5年度決算）

3　種類

国の制度（支給率）

加　　　　　　　　　　　東　　　　　　　　　　　市

手当の名称

福祉業務手当

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

－

従事した日
１日につき     500円

支給実績がある
成績率

支給可能な
成績率

支給実績がある
成績率

　上位、標準、下位の区分 ○

39.7575

管理職員

　上位、標準の区分

482

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和5年度）

主な支給対象職員

33.27075

千円

活用予定時期

79,928

0

47.709

令和５年度中における運用

79,325

支給実績（令和5年度決算）

千円

　％

主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

月額　　　　3，000円

一般職員

イ　人事評価を活用している

活用している昇給区分

○

　標準、下位の区分

○

　標準の区分のみ（一律）

6.3

手当の種類（手当数）

令和8年度

47.709

0

１人当たり平均支給額　　　　

国

24.586875

47.709

支給実績（令和4年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

28.0395

全市域

支給実績（令和5年度決算）

0

○ロ　人事評価を活用していない

千円

感染症患者の救護等

幼稚園教諭・保育士・保
育教諭・厚生員の業務

615

34.2

0

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

千円

支給率

自己都合

65,356

411

24.586875

－

千円



(6) その他の手当（令和６年４月１日現在）（普通会計決算）

①配偶者・父母等

②子

(1)借家居住者

(2)自動車等利用者

５　特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

　　（令和5年度支給割合）

月分

　　（令和5年度支給割合）

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

　給料月額×在職月数×0.40 円

　給料月額×在職月数×0.24 円

　給料月額×在職月数×0.18 円

備　　　　考備 考

(注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月

        又は３年＝３６月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

副議長

報

酬

給
　
　
料

77,000円/月

退
職
手
当

任期毎に支給

18,048,000

980,000／382,500

794,000／560,000

議員

450,000

350,000

・片道15㎞以上20㎞未満

・片道20㎞以上25㎞未満

任期毎に支給

千円

教育長

15,800円/月

12,900円/月

10,000円/月

教育長

副市長

4,276,800

議長

市長

940,000

区　　　分 給料月額等

79,496

・片道5㎞以上10㎞未満

18,700円/月

国の制度

24,400円/月

17,807

管理職手当

同じ

副課長級

との異同

千円同じ

部長級

円

－

最高28,000円/月

・片道60㎞以上

市長

副市長 750,000

円

28,000円/月

・片道35㎞以上40㎞未満

(1)交通機関利用者

通勤手当

円

・片道25㎞以上30㎞未満

扶養手当

円12,707 千円

67,000円/月課長級

61,972 794,513

異なる内容
（R5年度決算）

・片道2㎞未満

87,000円/月

95,000円/月

・片道2㎞以上5㎞未満

　月額16,000円以上の家賃を支払ってい
る

異なる

・片道40㎞以上45㎞未満

国の制度と

同じ

-

支給職員１人当たり支給実績
平均支給年額

24,616

10,000円/月

住居手当 254,140

技監

市長

270,506

内容及び支給単価

－

52,000円/月

-参事

6,500円/月

 ※16歳から満22歳までの子に係る
　　加算額

１人につき 5,000円/月加算

支給なし

31,600円/月

26,200円/月・片道45㎞以上50㎞未満

－

議員

任期毎に支給

8,640,000

期
末
手
当

4.50

4.50副議長

議長

副市長

教育長

（R5年度決算）

・片道50㎞以上55㎞未満

21,600円/月

660,000

493,000／279,000

450,000／259,000

・片道55㎞以上60㎞未満

類似団体における最高/最低額

557,000／327,000

380,000

千円

7,100円/月

4,200円/月

29,800円/月

・片道10㎞以上15㎞未満

　運賃等の相当額　最高55,000円/月

同じ

・片道30㎞以上35㎞未満

2,000円/月

手　当　名



６　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人

人）

人

人）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

 (2) 年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）

　

職員数
43

20歳

人人

32歳 ～

人

474 △ 6

未満

28歳 48歳

人

40

人

～

480

57

60歳～

人

483

人

37

人

36歳

人 人

51歳

55 12

人

～

23歳 31歳

474

人

～

51

人

40

47歳 55歳

～

35歳 39歳

～ 56歳

58

以上

～

59歳27歳

[　616　］

24歳 40歳

191

△ 5

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

水　道

89.76

（類似団体の人口1万人当た
り職員数

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　

20

0

0

69.85

△ 2193

17

15

287

△ 2

228

＜参考＞

283 人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　

土　木

158

教育部門

小　計

0

小　計

その他

71.32

0

20歳

民　生

税　務

52歳

0

1

44歳

区　分

議　会

計

0

～

163

6

～

退職不補充

△ 4

43歳

60

17

令和5年

4

対前年
増減数

56.20

欠員不補充

退職不補充

令和6年

欠員補充による増員

普
通
会
計
部
門

＜参考＞

職員数

（類似団体の人口1万人当た
り職員数

59

0

業務の移管による減員

合　　計

商　工

衛　生

計

22 △ 1

7

20

19

病　院

消防部門

7

農林水産

8

21

1

3 欠員補充による増員

[　616　］

4

30

62

15

61

20

223

△ 5

組織の改編による減員

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

一
般
行
政
部
門

下水道

7

6

総　務

△ 1

79

0

主 な 増 減 理 由

△ 277

0.6

6.3

10.1

11.6
12.2

10.8

7.8

8.4
9.1

12.0

8.4

2.5

0.6

6.3

10.3
11.6 11.4

8.2 8.0

13.1

12.0 9.9

7.4

1.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20歳未満 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60歳以上

%

令和6年度
H31年度構成



 (3) 職員数の推移

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（注）１　各年度における定員管理調査において報告した部門別職員数。

７　職員の任免（令和５年度）

８　採用試験（令和５年度実施分）

９　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和５年度）

 (1) 分限処分

※　()　は、うち病院事業部の該当者数

　　　　　　　（単位：人）

273

0

229

283 287

191

565450

△ 11

16

0

R2年

283

勧奨退職

0 3その他

6

（単位：人）

合計

5

472

一般行政職 8

199

新規採用

15

合格者数

18

女性

8

退職者数

男性

202

223

区分

273

477

10

10

1

475

0定年退職

△ 5.4202

△ 2.6

0.0

273

0

普通会計
計

消防

一般行政

H31年

113

受験者数

保育職 0

0勤務実績がよくない場合 0 0

0

区分

0

病
院
事
業
部

看護師

1 1

休職

男性 女性

13

6 6 4

1 1 0

申込者数

保健師

免職

1 3

放射線技師

2115

3

建築職

△ 1

（単位：人）

474総合計

22

自己都合退職

1

475

0

2

10
(1)

2

0

刑事事件に関し起訴された場合

10
(1)

10
(1)

219

0

44

0

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

10

計

10

△ 0.2

25

R5年

194

年度

部門別
R6年

60

227 228

0

過去5年間の増減数（率）

0

223

R4年R3年

職制、定数の改廃、予算の減少による廃職、
過員を生じた場合

区　　　　　分 降任

0 0

10
(1)

0

122

193

480

公営企業
会計　計

3.7

△ 6

0

59

0

10

教育 36.4

合　　　　　　計 0

ケアスタッフ



 (2) 懲戒処分

 ※　()　は、うち病院事業部の該当者数

１０　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　(1)　勤務時間の状況（令和6年4月1日現在）

　(2)　休暇の種類

１１　職員の福祉及び利益の保護の状況

　(1)　健康診断の実施

【主な健康診断の項目】

　・医師診察 ・血圧の測定 ・尿検査

　・眼底検査 ・血液化学検査 ・心電図検査

　・身長、体重、視力及び聴力の検査 ・大腸がん検査 ・腹囲測定

　・胸部エックス線検査及び喀痰検査 ・胃レントゲン

38時間45分 午前８時３０分

休暇の種類

1

各休暇に応じた期間

要介護者１人につき３
回まで、通算６か月の
期間内で必要と認めら
れる期間

午後零時から午後１時まで

合　　　　　　計 3

職員団体の業務に従事する場合に取得できる休暇（無給）
１暦年において
３０日以内

2

特別休暇
選挙権の行使、結婚、忌引など特別の事由により職員が勤務しない
ことが相当である場合に取得できる休暇。

組合休暇

介護休暇
負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある親族（職
員の配偶者、父母、子等）の介護をする場合に取得できる休暇（無
給）

5
（0）

0 0

１週間の
勤務時間

開始時間 終了時間

病気休暇
職員が負傷又は疾病により療養のため勤務しないことがやむを得な
いと認められる場合に必要期間取得できる休暇

職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的
に、職員から請求したときに付与される休暇

１暦年において２０日
（年の途中で採用され
た職員を除く）

年次休暇

午後５時１５分

９０日の範囲内で必要と
認めるの期間（公務上負
傷、精神障害等を除く）

休憩時間

0

0

0 0 0

0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の
あった場合

期間等内　　　　　容

2
（0）

1
（0）

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 2

法令に違反した場合

停職 計

2
（0）

区　　　　　分 戒告 減給

0 0

免職

2

　職員が健康で公務に専念できるよう、毎年１回以上、全職員を対象に定期健康診断を実施しています。
　また、定期健康診断以外に、新たに職員として採用する者を対象に、採用時の健康診断も実施しています。



　(2)　　共済組合制度

　(3)　　職員互助会制度

　(4)　　公務災害補償制度

１２　公平委員会の業務の状況

　(1)　　勤務条件に関する措置要求の状況

　(2)　　不利益処分に関する不服申立ての状況

１３　公益通報（内部公益通報）の取り扱い

　運用状況の公表

令和５年度 通報件数 ０件 受理件数 ０件

　職員は、給与、勤務条件等に関する苦情等がある場合、公平委員会に対して、地方公共団体の当局が適当な措
置を講じるよう要求することができます。なお、令和５年度中に職員から公平委員会に対する「勤務条件に関す
る措置要求」はありませんでした。

　職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申立てをすることができま
す。なお、令和５年度中に職員から公平委員会に対する「不利益処分に関する不服申立て」はありませんでし
た。

　共済組合制度は、職員とその家族の生活の安定と福祉の向上を図る相互救済の制度であり、加東市は地方公務
員等共済組合法の規定により設立された「兵庫県市町村職員共済組合」に加入しています。
　「兵庫県市町村職員共済組合」では、職員の掛金と地方公共団体の負担金を財源として、短期給付事業（医療
保険）、長期給付事業（年金）、福祉事業（保健、貸付事業等）を行っています。

　職員互助会制度は、職員の福利の増進を図るために設けられた制度であり、加東市は「兵庫県市町職員互助
会」に加入しています。
　「兵庫県市町職員互助会」では、職員の掛金と地方公共団体の負担金を財源として、共済事業（慶弔金や災害
見舞金などの給付）や福利事業（結婚・入学などの祝金給付）などを行っています。
　平成２３年度から職員の掛金率は給料月額の4/1000、地方公共団体の負担金率は給料月額の2/1000となってい
ます。

　地方公務員の公務災害補償制度は、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合には、その災害に
よって生じた身体的損害を補償されなければならず、加東市は地方公務員災害補償基金兵庫県支部に加入してい
ます。

　内部公益通報制度は、公益通報者保護法の規定に基づき、本市の職員等が、市の事務事業において、一定の違
法行為を生じ、又はまさに生じようしている場合に、内部公益通報窓口に通報することができる制度です。

　加東市職員等内部公益通報に関する規則第１５条の規定に基づき、運用状況について次のとおり公表します。


